
 

 

 

 

 

 

 

 

２．さいたま車両センターにおける四半期毎の時間外労働の実績について、平均値と個人最大値を一般・管理と

分けて明らかにすること。また、第３四半期の時間外労働が一般・管理共に第２四半期と比べて大幅に増加

した原因について明らかにし、時間外労働削減に向けた対策を講じること。 

さいたま車両センター 2022年度時間外労働実績 

 第１四半期 第 2 四半期 第 3 四半期 

平均値 個人最大値 平均値 個人最大値 平均値 個人最大値 

一般 ３：３９ ３８：３９ ３：５７ ３１：３５ ５：５２  

管理 １８：３８ ８０：５０ １８：２８ ８３：２５ ２０：２７ ４３：２０ 

全体 ５：１７  ５：３３  ７：３１  

第１四半期・第２四半期は大宮支社 第３四半期は首都圏本部より 

 

 

 

 

 

 

【交渉要旨】 

★時間外労働は平均・個人最大値とも検修副長が突出している 

組：業務平準化の取り組みは？ 

会：検修副長の業務平準化は進めているが、構内副長にも担務を振って平準化を図っている。 

組：故障対応ができる副長の教育を行う事を通じ、故障対応を所定時間で行う事がベスト。 

会：検修副長は全員車両出身。検修副長の中で対応出来る体制。 

組：３人の検修副長体制は限界がある。検修副長の時間外労働を下げていく必要。ワンマン 

工事対応も出てくる。平準化する限界もあるので、要員の見直しや出来る人たちの教育・ 

養成は重要。 

会：必要要員は確保する。業務の見直しを通じて他の副長でも対応できるようにする。 

検修副長の業務平準化・要員確保による時間外労働の削減を行う事を一致！ 
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★第 3 四半期に時間外労働が増加した理由★ 
・京浜東北線ワンマン運転対応工事の本格施工によるもの。 

・１２月にＡ故障が 2件発生。（年間総数では 9件） 

⇒再発した故障件名でもあり、調査や対応に時間がかかった。 

・１０～１１月はコロナ感染拡大による影響。 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

★京浜東北線ワンマン改造の内容 

 さいたま車両センターでは月２編成施工＝１本当たり１５日ほどの工程 

東京総合車両センター（定期検査入場時）の施工と合わせると月３～４編成施工している 

 現在、半導体不足の影響で機器の納入が遅れているため準備工事を行っている。（機器の取付で完成） 
 

【交渉議論要旨】 

組：機器納入の遅れで更に遅れる可能性はないか？ 

会：大きく遅れる可能性は少ない。 

組：工期が遅れるほど施工する作業量が多くなる懸念がある。 

会：同時施工できる本数に限りがある。機器が多く納入されても施工には限りがある。 

組：工期を遅らせることも辞さないか？ 

会：リミットを達成するために努力はするが、さいたま車両センターだけでの対応でなく他職場も含めて

工期に間に合わせる。 

機器納入の遅れによる無理な作業量・編成数増を行なわない事を確認！ 
 

組：落成検査の対応で資料が揃ってないため時間外労働が多くなった。資料はそろっているのか？ 

会：揃っている。７月８月になると本工事になるので計画立てている。 

組：本工事に向けた資料作成が求められる。 

会：スケジュール感を持って進めて行きたい。 

本工事の落成検査に向けた資料作成をスケジュール感もって取り組む事を確認！ 
 

組：この間車両入替に関して議論をした。車両移動器で移動すると時間がかかり、計画変更が余儀なくさ

れている。スケジュール変更が出たら職場に共有化してもらいたい。 

会：スケジュールが変わるようであれば関係者には周知していく。 

組：社員への周知は安全にとって重要。 

車両入替の計画変更が生じた際には関係者に周知していく事を確認！ 

【交渉議論要旨】 

会：お客さまや社員にとって安定的な３６協定は不可欠。社員への適切な勤務管理が必要。協約に則り 

対応していく。 

問題があった時は労使で真摯に向き合い、１年締結を行う事を労使で合意！ 
 

３．現在行われているワンマン改造等の工事計画を明らかにし、工事対応による時間外労働の大幅な増加を

招かないよう対策を講じること。 

４．２０２３年５月１日以降の協定有効期間については、２０２３年５月１日から２０２４年４月３０日ま

での１年間とすること。尚問題が発生した際は、労使で真摯に向き合い議論して改善に努めること。 
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